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議案第４号

鳥取県税条例の一部を改正する条例

　次のとおり鳥取県税条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会の議決

を求める。

　　令和元年６月７日提出

鳥取県知事　平　　井　　伸　　治　　

　　　鳥取県税条例の一部を改正する条例

　鳥取県税条例（平成13年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

─
 29 ─

（寄附金税額控除）

第24条の４　略

２・３　略

４　法第37条の２第１項第４号の条例で定める住民の福祉の増進に

寄与する寄附金は、同号に規定する寄附金のうち、次の表に掲げる

法人に対する同表の右欄に定める期間内に支出された寄附金（特

別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。）と

する。

名　　　称
主たる事務所の所

在地
期　　　間

　略                           

特定非営利活動法人

十人十色

鳥取市用瀬町安蔵

991

平成30年８月１日から

令和５年７月31日まで

特定非営利活動法人

グリーンツーリズム

もちがせ

鳥取市用瀬町屋住

278

令和元年８月１日から

令和６年７月31日まで

（寄附金税額控除）

第24条の４　略

２・３　略

４　法第37条の２第１項第４号の条例で定める住民の福祉の増進に

寄与する寄附金は、同号に規定する寄附金のうち、次の表に掲げる

法人に対する同表の右欄に定める期間内に支出された寄附金（特

別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。）と

する。

名　　　称
主たる事務所の所

在地
期　　　間

　略                           

特定非営利活動法人

十人十色

鳥取市用瀬町安蔵

991

平成30年８月１日から

令和５年７月31日まで

─
 26 ─



─
 28 ─

議案第４号

鳥取県税条例の一部を改正する条例

　次のとおり鳥取県税条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会の議決

を求める。

　　令和元年６月７日提出

鳥取県知事　平　　井　　伸　　治　　

　　　鳥取県税条例の一部を改正する条例

　鳥取県税条例（平成13年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

─
 29 ─

（寄附金税額控除）

第24条の４　略

２・３　略

４　法第37条の２第１項第４号の条例で定める住民の福祉の増進に

寄与する寄附金は、同号に規定する寄附金のうち、次の表に掲げる

法人に対する同表の右欄に定める期間内に支出された寄附金（特

別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。）と

する。

名　　　称
主たる事務所の所

在地
期　　　間

　略                           

特定非営利活動法人

十人十色

鳥取市用瀬町安蔵

991

平成30年８月１日から

令和５年７月31日まで

特定非営利活動法人

グリーンツーリズム

もちがせ

鳥取市用瀬町屋住

278

令和元年８月１日から

令和６年７月31日まで

（寄附金税額控除）

第24条の４　略

２・３　略

４　法第37条の２第１項第４号の条例で定める住民の福祉の増進に

寄与する寄附金は、同号に規定する寄附金のうち、次の表に掲げる

法人に対する同表の右欄に定める期間内に支出された寄附金（特

別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。）と

する。

名　　　称
主たる事務所の所

在地
期　　　間

　略                           

特定非営利活動法人

十人十色

鳥取市用瀬町安蔵

991

平成30年８月１日から

令和５年７月31日まで

─
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─
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　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

─
 31 ─

議案第５号

鳥取県砂利採取条例の一部を改正する条例

　次のとおり鳥取県砂利採取条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会

の議決を求める。

　　令和元年６月７日提出

鳥取県知事　平　　井　　伸　　治　　

　　　鳥取県砂利採取条例の一部を改正する条例

　鳥取県砂利採取条例（平成15年鳥取県条例第73号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

─
 28 ─
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